
土地改良事業の負担金を支払っている農家の皆様へ

農家の皆様の負担金を３年間減らします。

○土地改良事業にかかった経費のうち農家負担分には利
子が含まれています。

○今回の経済危機対策では、平成21年度～平成23年度の
３年間の利子が無利子になるように国が支援するしく
みができました。

○このしくみを活用すれば、皆さんの負担金を減らすこ
とができます。

どれ位負担金が
減るのかな？

負担金の減る金額は、地域毎に異なります
ので、負担金をお支払いの土地改良区又は
市町村にお尋ねください！

ウチも支援を受け
られるかしら？
詳しく聞きたいわ。

例えば、Ａ地区では、
平成２１年度の１０ａあたり負担額が
６千円減って、元本分のみの１万７千
円の支払いとなります

平成２１年度の１０ａあたりの負担金

1Ａ地区

助成前 ２万３千円

助成後 １万７千円

６千円
減額

負担金が安くなるなら、
もっと農地を借りて経営面積
を増やそうかな。

～経済危機対策を活用して負担金を減らそう～

問い合わせ先

経済危機対策

平成21年５月7日

農-農-３３


	スライド番号 1

